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田原市児童クラブ・学習指導員運営業務 公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

   本業務委託は、田原市（以下「市」という。）が行う行政事務等の一部を包括的に外部委託すること

で、住民ニーズに対応した質の高い公共サービスの提供及び、業務効率化の仕組みを構築することを

目的とする。 

 

２ 事業概要 

（１）業務名 

「田原市児童クラブ・学習指導員運営業務」 
（２）業務内容 

主な業務は次のとおりとし、詳細は「田原市児童クラブ・学習指導員運営業務仕様書」のとおり

とする。 

① 児童クラブ業務 

 ア 児童クラブ運営全般 

   ・総括責任者の配置、運営管理、主任会議の開催（月１回） 

   ・児童の健康管理、安全安全確保、遊び及び生活、学習の支援 

・基本的な生活習慣、学習習慣を確立させる支援 

・運営状況及び名簿の記録、保護者との連絡調整、保護者の相談等への対応 

 イ 児童入退所の手続き等 

   ・新規入所者の募集、案内（通年・夏季・随時の募集） 

   ・入所申請の受付。受理・審査、入所の承認通知、入所手続き及び説明 

   ・休所、変更届、退所届の受付・受理、減免申請の受付・受理 

   ・連絡票の提出依頼と記載内容への対応 

   ・アンケート等の実施 

ウ 利用料等の徴収代行及び保険加入 

  ・利用料の収納代行（利便性が高い集金方法の検討）及び利用料の督促、 

・活動費等の徴収（各クラブ毎月2,000円以内） 

・保険料の収納代行と徴収業務、傷害保険加入手続き（令和８年９月３０日までに入所者の 

傷害保険加入手続きは市で行うため、同年１０月１日からの入所者の加入手続き） 

エ 指導員の労務管理 

  ・指導員の募集、採用及び配置、出退勤管理、健康管理 

  ・給与等の支払い 

  ・資質向上のための研修実施 

オ 消耗品の購入 

  ・児童が使用する消耗品等の購入、検収、支払 

   カ 施設等管理（修繕） 
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     ・室内外の環境安全性を点検し、必要に応じで修繕を行う。 

     ・年間６３万円を超えない範囲を事業者負担とし、その額を超える場合は市が負担する。 

   キ 関係機関との連携 

     ・学校、保育園、地域との連携、情報交換、相互関係の構築に努める。 

   ク その他 

     ・保護者への連絡文書の配布（データや用紙にて） 

     ・田原市児童クラブ安全計画の実施と見直しを行う。 

     ・苦情などへの適切な対応と報告 

・ICTシステムの運用と導入（令和10年 10月 31日までは田原市が契約している既存のコ

ドモンを市の費用負担で使用することができる。それ以降は受託者による。） 

②  学習指導員業務 

   ア 学習指導員の募集、採用及び配置、労務管理を行う。 

     ・専門的な知識習得のための研修を実施すること。 

   イ 配慮が必要な児童・生徒の安全確保・生活支援・行動面の自立を促す支援および見守り 

     ・授業や学校行事等における支援・補助、安全確保および見守り 

       授業中、学習支援・補助、工作活動、運動を行う場面での支援 

       校外学習、学校行事での安全面の確保及び活動の補助 

     ・学校生活全般における支援・補助 

       給食の準備、片づけの支援・補助 

       給食時の食物アレルギー等の配慮が必要な児童・生徒への安全面の確保 

       清掃活動の補助、休憩時間の見守り 

       身辺自立が困難な児童・生徒の食事、着替え、排泄、清潔保持等の支援・補助を行う。 

   ウ 関係機関との連携 

     ・児童・生徒の日常の実態、支援の状況を学校へ報告する。 

（３）業務委託期間 
契約期間：令和８年７月上旬から令和１２年１０月３１日まで 
履行期間：令和８年１０月１日から令和１２年９月３０日まで（４年間） 

（４）提案上限額 
１,０４８,２７６千円（消費税および地方消費税を含む。）とする。 
ただし、令和８年度分の予算額については、業務ごと、以下の金額を超えない額で設定する

こと。この額は提案上限額に含まれるものとする。予算額の算定の参考として、「（参考資料）

田原市児童クラブ・学習支援員運営業務の現状」を参照のこと。 
［予算額］ 

委託年度 児童クラブ業務 学習指導員業務 

令和８年度 ８８，７８４千円 ２５，０５６千円 

令和９年度～令和１２年度 ７２５，９８６千円 ２０８，４５０千円 

合 計 ８１４，７７０千円 ２３３，５０６千円 
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（留意事項） 
・上記金額は、提案の上限を示すものであることに留意すること。提案する見積金額が上限 

額を超えた場合は、失格とする。 
・上記に関わらず、仕様書内以外の項目について、別途予算を必要とする、新たな提案があ 

る場合は、予算外の提案事項であることを明記した上で、別枠で企画提案書を提出するこ

とができるものとする。 
 

３ 参加資格 

次に掲げる全ての要件を満たす者。 
（１）契約締結時において、田原市の「令和８・９年入札参加資格者名簿」の以下の業務分類に登録が見

込まれること。 

業 務   大分類  03.役務の提供等 

営業種目  中分類  16.その他の業務委託等 

取扱内容  小分類  99.その他（包括業務委託） 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと及

び同条第２項の規定に基づく本市の入札制限を受けていないこと。 
（３）田原市工事請負契約等に係る入札参加停止措置要領（平成１９年２月１日施行）に基づく入札参

加停止の措置又は田原市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱（平成１９年４月１日施行）に基づ

く入札参加停止の措置を受けていないこと。 
（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づ

き手続開始の申立てがなされている者（手続開始決定後、資格の再認定を受けた者を除く。）でない

こと。 
（５）令和３年度以降に、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項に規定する放課後

児童健全育成事業を実施または事業運営を受託した実績を有していること。他の自治体の受託実績に

ついては、人口規模が４万人以上のものを対象とする。 
（６）参加申込みを複数の企業（構成員）で構成されるグループ（以下「入札参加グループ」という。）で

参加する場合は、次のとおりとする。 

ア 入札参加グループ結成の協定書兼委任状により定められた代表者が、申請手続を行うものとする。 

イ （１）については、代表構成員が該当していれば良いものとする。 

ウ 入札参加グループの構成員は、単独又は他の入札参加グループの構成員として重複して申込みをす

ることはできない。 

 
４ 公募スケジュール 

実施内容 実施時期又は期日 

募集要領等の交付期間 
令和８年４月３０日（木）から令和８年５月１５日（金） 

午後５時まで 
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参加表明書受付期限 令和８年５月１５日（金）午後５時まで 

質疑受付期限 令和８年５月２２日（金）午後５時まで 

質疑回答 令和８年５月２９日（金）  

企画提案書届出書等提出期限 令和８年６月１２日（金）午後５時まで 

事前審査 令和８年６月１７日（水） ［予定］ 

プレゼンテーション審査 令和８年６月２３日（火） ［予定］ 

審査決定通知 令和６年６月下旬 

 

５ 募集要領等の交付 

（１）交付期間 

令和８年４月３０日（木）から令和８年５月１５日（金）午後５時まで 

（２）交付場所及び交付方法 

募集要領等の交付は、田原市公式ホームページにおいて行うものとする。 

 

６ 参加表明書類の提出 

（１） 提出書類 

参加表明書（様式第１号）、事業者概要（様式５号）、業務実績一覧（様式６号） 

（２） 提出期限 

令和８年５月１５日（金）午後５時まで 

（３）提出方法 

田原市教育部生涯学習課へ持参又は電子メールにより提出するものとする。電子メールの場合、

件名を下記のとおり記載すること。なお、いずれの場合も確認のため、事前に電話連絡すること。

（件名：【会社名】「田原市児童クラブ・学習指導員運営業務プロポーザル参加表明について」） 

 

７ 質疑の受付及び回答 

プロポーザルの提出書類に関することで質疑がある場合は、以下により質疑書を提出すること。な

お、提出期限までに到着しなかった質疑については、いかなる場合であっても回答しない。 

（１）提出書類 

質疑書（様式第２号） 

（２）提出期限 

令和８年５月２２日（金）午後５時まで 

（３）提出方法 

田原市教育部生涯学習課へ持参又は電子メールにより提出するものとする。電子メールの場合、

件名を下記のとおり記載すること。なお、いずれの場合も確認のため、事前に電話連絡すること。

（件名：【会社名】「田原市児童クラブ・学習指導員運営業務に関する質疑について」） 
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（４）回答方法 

提出された質疑書については、質問者の名称を伏せた上、令和８年５月２９日（金）までに田原

市公式ホームページにおいて回答を公表する。 

 

８ 提出書類の作成について 

・提出書類は、下記表に従い作成すること。 

・用紙の規格は、日本産業規格Ａ４版縦とすること。横書き、左綴じを基本とする。企画提案書

（様式第７号）については一部、Ａ４版で納まらないものはＡ３版横、横書き、左綴じも可とす

る。その場合はＡ４版サイズに折りたたむこと。 

・提出書類に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

・企画提案書（様式第７号）には、目次を付し、適宜ページ番号をふること。 

・提出様式については、紙での提出に加え、作成データも併せて電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）を１枚で 

提出をすること。 

  ・企画提案書は、電子媒体にファイル形式がMicrosoft office製品を基本としたもの（①）と、 

ＰＤＦ形式にしたもの（②）、２種類のファイル形式のものを提出すること。 

 

書 類 名 枚数等 

■参加表明書・事業者概要・業務実績一覧（提出期限：令和８年５月１５日（金）午後５時まで） 

公募型プロポーザル参加表明書（様式第１号） １枚 

事業者概要（様式第５号） ５枚以内 

・会社概要、本業務を担当する営業所名業務体制 

・資本規模、経営方針、経営状況、営業所数、業務担当者数など。 

※パンフレット等

提出も可 

業務実績一覧（様式第６号） 直近の実績をもと

に作成すること（6

件まで） 
・令和３年度から令和７年度の間における、人口4万人以上の自治体での類似の経営業務受託の

実績について作成すること。 

■企画提案書届出書  （提出期限：令和８年６月１２日（金）午後５時まで） 

企画提案書届出書 （様式第７号）   １枚（要、押印） 

① 企画提案書 基本事項（共通事項）（様式第７－１号） 

５０枚以内 

事業スケジュール

はＡ３サイズとし

ても可 

・基本方針や移行実施に係る運営体制の遂行、移行実施のリスク管理について記載すること。 

・移行の準備期間における業務体制、事業スケジュール（令和８年７月から令和８年９月３０日

まで）、委託移行後の事業スケジュール（令和８年１０月１日から令和１０年３月３１日まで）を

記載すること。 

② 企画提案書 児童クラブ運営業務（様式第７－１号） 

③ 企画提案書 学習指導員業務（様式第７－１号） 

・田原市児童クラブ・学習指導員運営業務仕様書に基づき、提案内容を分かりやすく記入するこ

と。各事業で区分して作成書類を分けること。 

・仕様書の項目以外の追加の提案事項を必ず記載すること。 
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※仕様書内以外の項目の提案（別予算の提案） 

別途、予算を必要とする新たな提案がある場合は、別枠として見積書及び内訳書、

企画提案書を提出すること。 

※提案がある場合

のみ提出 

企画提案書届出書（予算外） （様式第９号） １枚 

・業務に係る経費の見積書とし、内訳書を添付して提出すること。様式は任意様式とする。 

・事業内容について、詳細を記載すること。 
※任意 

統括管理責任者・業務責任者の経歴等（様式第８号） 想定される担当者

１名につき１枚で

作成 ・受託を受けた場合の総括管理責任者・業務責任者の経歴等を記入すること。 

■見積書  （提出期限：令和８年６月１２日（金）午後５時まで） 

見積書（様式第３号） １枚 

・業務に係る経費の見積書とし、内訳書を添付して提出すること。 

・年度毎の事業費内訳を作成すること。ただし、令和８年度予算については、募集要領に示して

いる予算の範囲内とすること。 

・内訳書は、直接人件費・直接経費・間接費（諸経費・技術経費等）の別と、積算根拠を示した

詳細なものとする。 

・人件費については、業務ごとに算出し、根拠となる具体的な単価を示すこと。単価について

は、田原市会計年度任用職員報酬単価を参考とし、現在の報酬水準を下回ることの内容に努める

こと。 

※内訳書は、任意

様式 

※枚数制限なし 

 

９ 参加表明書等及び企画提案書届出書の提出について 

（１）提出物及び提出部数 

 提出物 部数 

① 
参加表明書（様式第１号）、事業者概要（様式５号）、業務実績一覧（様式

６号）  
正本１部 

② 

 

企画提案書届出書（様式第７号） ※代表者印を押印 正本１部 

見積書及び内訳書（様式第３号） 正本１部 

企画提案書ほか（様式第５号、第６号、第７－１号、第８号、第９号） 正本１部、副本１０部 

（２）提出期限 

① 令和８年５月１５日（金）午後５時 

② 令和８年６月１２日（金）午後５時（必着） 

（３）受付時間 

平日の午前８時３０分から午後５時まで（土日祝日の閉庁日は除く） 

（４）提出方法 

田原市教育部生涯学習課へ持参又は郵送するものとする。持参の場合は時間調整のため、来庁前日

までに電話連絡をすること。郵送の場合は必ず簡易書留郵便とし、発送の前に電話連絡すること。 

作成データも併せて電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）を１枚で提出をすること。企画提案書については、

「８ 提出書類の作成について」を参照すること。 
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１０ 評価 

（１）評価体制 

田原市児童クラブ・学習指導員運営業務公募型プロポーザル選定委員会（以下「選定委員会」と

いう。）を設置し、選定委員会において実施する。 

（２）評価内容 

ア 技術面の審査 

「企画提案書」及び「プレゼンテーション」により企画提案内容等を評価する。 

イ 価格面の審査 

提案見積書により、価格を評価する。 

（３）審査方法 

企画提案書に基づく書類審査、プレゼンテーション審査を実施し、評価の合計得点について、最

多得点となった最優秀提案者を当該業務の優先交渉権者とする。また、合計得点の最高得点を獲得

した企画提案者が複数出た場合は、選定委員会委員の協議により上位を決定する。 

なお、企画提案者数が４者以上の場合は、書類審査による事前審査（第一次審査）を行い、得点

の高い３者程度を選考してプレゼンテーション審査を実施する。 

プレゼンテーション審査の案内については、令和８年６月１７日（水）までに参加表明書に

記載された担当者宛のメールアドレスにて、電子メールで通知するものとする。 

（４）評価について 

・「田原市児童クラブ・学習指導員運営業務公募型プロポーザル評価基準」のとおりとする。 

・評価結果が以下の者から優先交渉権者を決定する。 

 採点合計の総合計が３００点中１５０点以上の者。 

 評価項目「見積額」を除き、市が要求する水準に適合していない項目（Ｆ評価）が一つもない

こと。 

 

１１ プレゼンテーションの概要 

（１）日時（予定） 

   令和８年６月２３日（火）午後１時３０分から午後５時まで 

（２）場所（予定） 

   田原市役所 南庁舎４階 政策会議室 

（３）時間 

・説明３０分以内、質問２０分（予定）とする。 

・詳細な日時及び場所は、後日、提案事業者に別途連絡する。 

・開始時間前５分間を準備時間、審査終了後５分間を片付時間とする。 

・質問に関しては２０分以内で終了する場合がある。 

（４）注意事項 

・プレゼンテーションは、既に提出された企画提案書に記載された内容（文章、図、表、画像、ス

ケッチ等）を基に項目順に説明すること。また、既に提出された企画提案書に記載された内容
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（文章、図、表、画像、スケッチ等）の範囲内であれば、拡大用紙、パネル、プロジェクターを

利用した画像を使用して説明することも可能とする。 

・資料の配布、差替え及び追加は認めない。誤字脱字等がある場合には、プレゼンテーション時に

説明すること。 

・プレゼンテーションの提案事業者側の出席者総数は５名以内とする。 

・本業務受注決定後のプロジェクト責任者も出席すること。ただし、質疑応答に関してはその限り

ではない。 

・パソコン等の機材は田原市で用意しないため、提案事業者が用意し、セッティングすること。た

だし、プロジェクター及びスクリーンは田原市で用意する。 

・機器を持ち込む場合は、準備及び片付時間に留意し、機器のセッティング及び撤収を行うこと。 

・プレゼンテーションの内容は録音し、答弁は契約内容にも反映するものとする。 

 

１２ 審査結果の公表 

審査結果については、審査終了後、参加者全員に対して書面で通知するとともに、田原市公式ホー

ムページにおいて次の事項を公表する。 

（１）最優秀提案者（優先交渉権者）の名称及び評価ポイント 

（２）全提案事業者の評価点及び評価点内訳（表示はＡ社、Ｂ社とし、提案事業者名を伏せた状態で表

示する。） ※評価点順 

（３）その他 

   応募が２者の場合は、最優秀提案者のみの公表の対象とする。 

 

１３ 契約の締結等 

（１）提案内容の再確認 

審査結果に基づき、優先交渉権者は、全ての提案内容と業務の流れの再確認を行い、承認を得る

こととする。 

このとき、企画提案書等に虚偽の記載が判明した場合には、契約の締結は行わず、次点候補者と

提案内容の再確認を行うこととする。 

（２）契約に向けて 

契約に際しては、優先交渉権者の提案内容に誤りがないことを確認後、契約に向けた個別の協議

を開始し、その上で契約手続を行う。ただし、提案内容が契約に反映されない場合、また個別協議

が整わなかった場合には、次点提案事業者と個別の協議を開始する。 

（３）契約金額 

企画提案書等に記載され、選定で評価した項目については、原則として契約時の仕様に反映する

ものとする。ただし、本業務の目的達成のため、必要な範囲において、優先交渉権者との協議によ

り契約締結段階において項目を追加、変更及び削除を行うことがある。また、これにより、提案見

積額を超えない範囲で、契約内容及び契約額等の調整をすることがある。 

（４）仕様 
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ア 企画提案書等に記載された項目については、原則として契約時の仕様に反映する。 

イ 企画提案書等に記載された内容は、受託後に追加費用を伴わず実施する意思があるものとみ

なす。 

ウ 本業務の目的達成のため、必要な範囲において、個別の協議により契約締結段階において、

項目の追加、変更及び削除を行うことがあるため、優先交渉権者の決定をもって、企画提案書

等に記載された全内容を承認するものではない。 

（５）契約保証金について 

   受注者は、契約金額の100分の 10以上の契約保証金を契約までに納付しなければならない。ただ

し、田原市財務規則（昭和41年田原町規則第1号）第127条各号のいずれかに該当する場合は、契

約保証金を免除する。 

 

１４ 支払 

業務委託料の支払は、原則として、委託料の全体額を４８等分した額を、毎月の業務完了確認後に

受注者からの請求により、請求から３０日以内に支払うものとする。ただし、分割により生じた端数

は最終月で支払うものとする。 

 

１５ 企画提案の審査及び契約の延期について 

天災その他やむを得ない理由により、企画提案の審査及び契約を行うことができないときは、延期

するものとする。 

 

１６ 企画提案の無効に関する事項 

次の項目にひとつでも該当するときは、その者の企画提案は無効とする。 

（１）所定の日時及び場所に企画提案書等を提出しないとき。 

（２）プレゼンテーションを欠席したとき。 

（３）２以上の企画提案をしたとき。 

（４）提案に関して談合等の不正行為があったとき。 

（５）正常な提案の執行を妨げる等の行為をなすおそれがある者又はなした者が提案したとき。 

（６）提案見積に関し、著しく不適切な見積を提示したとき。 

（７）その他指示した事項及び提案に関する条件に違反したとき。 

 

１７ その他 

（１）企画提案書等の作成及び提出並びにプレゼンテーションの参加に関する費用は、全て提案事業者

の負担とする。 

（２）スケジュール変更がある場合には、その都度、提案事業者に通知する。 

（３）本案件に関し、公告後、選定委員会及び評価対象部署と当該案件に関して故意に接触した者又は

接触を求めた者（ただし、別の契約案件に伴う調整等により接触する場合は、この限りでない。）

は、失格とする。 
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（４）企画提案書等の提出後、辞退する場合は参加辞退届（様式第４号）を田原市教育部生涯学習課に

提出すること。参加辞退は自由であり、辞退しても以後における不利益な扱いはしない。郵送する

場合は、必ず簡易書留郵便とし、発送の前に電話連絡すること。 

（５）提案事業者が１者のみとなった場合でも、本プロポーザルでの選定は実施する。 

（６）企画提案書等に含まれる著作物の著作権は、提出した提案事業者に帰属する。ただし、事業の選

定結果の公表等において本市が事業に関し必要と認める用途については、企画提案書等の全部又は

一部を無償で使用できるものとする。 

（７）提出された企画提案書等の書類は、返却しない。 

（８）提出された企画提案書等を受理した後の加筆及び修正は、認めない。 

（９）提出された企画提案書等の書類は、選定以外の目的のために無断で使用しない。 

（10）提出された企画提案書等の書類は、選定目的の範囲で複製することがある。 

（11）本業務に関する資料を本業務企画提案以外の目的で使用すること及び第三者への開示・漏洩する

ことを禁止する。 

（12）企画提案書等に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止の措置を行うことがある。 

（13）契約締結後であっても、本調達において談合その他の不正行為の事実が発覚した場合は、契約を

解除する場合がある。 

（14）審査内容及び審査経過は、公表しない。 

 

１８ 企画提案書等の提出先、本件についての問合せ先 

田原市 教育部 生涯学習課  担当：髙野 綾子 

〒４４１－３４９２（住所不要） 

愛知県田原市田原町南番場３０番地１（田原市役所北庁舎２階） 

電 話：０５３１－２３－３６３５（直通） 

ＦＡＸ：０５３１－２２－３８１１ 

E-mail：syogaku@city.tahara.aichi.jp 

mailto:syogaku@city.tahara.aichi.jp


 

（参考資料）田原市児童クラブ・学習指導員運営業務の現状 

 

本資料は、プロポーザルにおける提案及び見積積算の参考とするため、現在の運営状況を

示すものである。 

 現在従事している職員のうち、民営化後も継続雇用を希望する場合、受託者はこれらの職

員との面談を実施し、本人の希望や適性を踏まえ、最大限雇用を継続するように可能な限り

努めること。 

 

① 児童クラブ業務の現状 

１ クラブ別の運営規模（令和７年度実績） １８クラブ 

地区名 
利用者数 指導員配置 

定員 通常時 夏季 合計 通常時 夏季加配 
六連 45 43 3 46 5 3 
神戸 40 40 34 74 6 3 
大草 20 14 1 15 3 1 
東部 45 41 29 70 5 3 
南部 40 36 17 53 4 2 
童浦 50 48 39 87 6 4 
中部 40 36 32 68 4 4 
衣笠 60 54 27 81 6 4 
野田 30 20 10 30 3 2 
高松 40 19 3 22 3 2 
赤羽根 30 19 11 30 4 2 
若戸 40 20 15 35 3 2 
中山 30 32 4 36 4 2 
福江 50 37 25 62 5 3 
清田 40 41 13 54 5 2 
泉 40 33 8 41 4 2 
伊良湖岬 30 28 8 36 3 2 
亀山 20 7 4 11 3 1 
合計 690 568 283 851 76 44 

その他指導員 フリー ４  
巡回指導員  ２  
指導員 合計 82  
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２ 現在の職員（指導員）配置・賃金水準（令和８年４月） 

現在の市（会計年度任用職員）による運営体制及び積算基準は以下のとおりである。 

職種 配置人数 資格要件 
賃金単価（時給） 

初年度 2年目以降 

主任指導員 １８人 研修受講者 １，４７７円 １，５１８円 

指導員 ６３人 なし １，３８２円 １，４２５円 

（注記１）上記時給は、令和８年度田原市会計年度任用職員報酬基準に基づくものである。 

（注記２）配置人数に夏季職員数は含まれていない。夏季職員の賃金単価は主任指導員と同額。 

（注記３）児童クラブ指導員と学習指導員を兼務している職員が６人については、年２回の賞与（期末・勤勉手

当）、通勤手当、社会保険料等の支給の対象となる。市の規定に基づき別途積算している。 

    （参考）期末手当：月額報酬×１．２６２５ 勤勉手当：月額報酬×１．０６２５ 

 

３．運営時間・休日 

 ・平日：下校時間～午後６時 

 ・土曜日・長期休暇：午前８時から午後６時 

 ・閉所日：土曜日 第１・３・５（８月は全日）、日曜日、祝日、 

お盆休み（８月１３日～８月１６日）年末年始（１２月２９日～１月５日） 

 

② 学習指導員 

１ 現在の学習指導員配置数及び対象児童・生徒数（令和８年度） 

業務場所 市内小中学校 ２２校、くすの木ルーム 

支援が必要な児童生徒数 ３９人 

学習指導員数 ３４人 

 

２ 現在の職員配置・賃金水準 

現在の市（会計年度任用職員）による運営体制及び積算基準は以下のとおりである。 

職種 配置人数 資格要件 賃金単価（時給） 

学習指導員（初年度） ３人  なし  １，３２９円  

学習指導員（２年目以降） ３１人  なし  １，３７１円  

（注記１）時給は、令和８年度田原市会計年度任用職員報酬基準に基づくものである。 

（注記２）賞与（期末・勤勉手当）、通勤手当、社会保険料等は、市の規定に基づき別途積算している。 

 

３．勤務時間・休日 

  勤務日  学校開設日内での勤務 

       週５日程度、勤務シフト表（各学校の年間勤務計画）による。 

  休 日  土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定す

る休日及び夏季休業・冬季休業、学年末学年始め休業、12月29日から翌年の1

月3日までの日。 

  業務時間 １日４時間程度、一人あたり年間６８０時間以内、週１９時間以内 
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